
 

 

壱岐市監査委員公表第５号 

 

令和７年度定期監査（前期）の結果に関する報告に対し、壱岐市長から措置を

講じた旨の通知があったので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により、

次のとおり公表する。 

 

令和８年６月１１日 

 

壱岐市監査委員 吉田 泰夫    

壱岐市監査委員 殿川 穗     

壱岐市監査委員 左野 健治    

 



№ 監査対象機関 内　　　容 措置状況等

1
総務課・選挙
管理委員会事
務局

壱岐市災害資金貸付基金の償還に
おいて、２件、２９１，０００円
が長期の延滞金となっているの
で、回収整理に努めること。

ご指摘のあった災害貸付基金2件
（291,000円）のうち1件はすでに完済と
なりました（R8.4.27）。残る1件
（273,000円）の対象者に対しては、今後
も適切な訪問等を行い、早期回収・整理
に向けて努めて参ります。

2 保護課

生活保護扶助費返還金（過年度
分）４,９１４,０１５円、生活保
護扶助費徴収金（過年度分）１９,
４３７,５５０円、生活保護費返納
金（過年度分）６４９,８１６ 円
の回収整理に努めること。

債権内容や納付状況について、課内で情
報共有等を図れるよう債権者ごとにファ
イリングし、定期的に確認、管理を行っ
ています。また、督促・催告書等の送付
や個別訪問も実施していますが、ほとん
どが被保護者または低所得者であり、納
付計画を見直す等、生活に無理のない範
囲で納付を督励しているため長期延滞と
なっています。
なお、法令等に準じ不納欠損処理も実施
予定です。
今後も、債権発生の主な原因である不正
受給等が発生しないよう、収入の可能性
がある被保護世帯の把握と、家庭訪問等
における収入申告の徹底についても被保
護者及び担当CWの指導に努めます。

3 子育て支援課

保育所利用料未収金過年度分３７
１,４１０円、一時預かり等保育料
過年度分５４，８００円、児童扶
養手当未収金過年度分２,３９１,
３１０円の回収整理に努めるこ
と。

【保育所利用料・一時預かり等保育料】
児童手当からの特別徴収の実施及び祝金
等の各種支給分からの充当を引き続き
行っていきます。また、関係法令に照ら
し合わせ、執行停止や不納欠損等の滞納
処分の検討を実施していきます。
【児童扶養手当】
電話連絡・納付書送付・戸別訪問等を行
い、状況把握・納付催促を行っていきま
す。

4 市民福祉課
災害援護資金貸付金滞納額２７
１，５７０円の回収整理に努める
こと。

引き続き納付誓約等に基づき、回収管理
を実施しています。（令和8年4月より、
年金月の納付額を5,000円増額）

5 地域共創課

「壱岐市ふれあい交流事業補助
金」は、令和６年度定期監査の結
果に基づき、補助金交付要綱の改
正等を行い、事業の適正化を図ら
れていると解するが、実績報告書
の摘要欄には具体的に費用項目と
その金額を内訳表示するよう補助
金交付団体に指導のうえ、内容審
査の徹底を図ること。

実績報告書内に具体的な費用項目と金額
を記載するよう補助金交付団体に指導を
行うようにします。その上で、支払証明
書と照らし合わせながら確認をし、内容
の審査を行います。
令和7年度は監査対象となった1件の申請
のみだったため、令和8年度から順次内容
審査の徹底を図ります。

指導事項に係る措置状況等
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№ 監査対象機関 内　　　容 措置状況等

指導事項に係る措置状況等

6 税務課

市税・国民健康保険税、後期高齢
者医療保険料、介護保険料の滞納
繰越分の未収金の縮減に努めるこ
と。

現年度分については、口座振替の推進や
多様な納付手段の利便性の周知により納
期内納付を徹底し、新たな滞納発生の抑
制に努めます。滞納繰越分については、
債権の一元管理体制を活用し、財産調査
および積極的な滞納処分を執行すること
で、未収金の着実かつ効率的な縮減を図
ります。

7 農林課

① 農地等災害復旧費受益者分担金
未収金（滞納繰越分）２件、１５
９，８１７円の回収整理に努める
こと。

令和8年5月13日現在、農地等災害復旧費
受益者分担金未収金（滞納繰越分）につ
いては、残り2件、159,817円であり、引
き続き定期的な個別訪問等を行い完納に
向けて取り組んでまいります。

8 農林課

② 堆肥売払未収金（滞納繰越分）
３件、７９，２６０円、堆肥セン
ター利用料未収金（滞納繰越分）
２件、１１，３４０円の回収整理
に努めること。

令和8年5月13日現在、堆肥売払未収金に
ついては50,000円の回収が出来ており、
残り29,260円（2件）の状況です。
堆肥センター利用料未収金については
3,200円の回収が出来ており、残り8,140
円（2件）の状況です。
引き続き定期的な個別訪問等を行い完納
に向けて取り組んでまいります。

9 農林課
③ 農業機械銀行使用料未収金（滞
納繰越分）６件、５９１，３９０
円の回収整理に努めること。

令和8年5月13日現在、128,720円の回収が
できており、残り4件、462,670円の状況
であります。引き続き定期的な個別訪問
等を行い完納に向けて取り組んでまいり
ます。
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